
No. 事業者名 代表者 住所 連絡先 除排雪 雪下し 備考

1 株式会社　高田組 髙田　肇 田沢湖生保内字黒沢176-1 43-0394 ○ ○

2 株式会社　万景 西宮　幸治 田沢湖小松字本町14 44-3232 ○ ○

3 佐藤組 佐藤　邦弘 西木町小渕野字袖野248
47-3055
090-2956-7046 ○ ○

4 仙北市シルバー人材センター 山田　勝洋 角館町川原中道66 55-1646 ○ ×

5 高橋板金 高橋　鉄也 西木町門屋字六本杉15 47-2040 ○ ○

6 藤川塗装 藤川　信二 角館町上野181-2 55-2065 ○ ○

7 (株)　高喜 高橋　秀喜 田沢湖生保内字宮ノ前12 43-0753 ○ ○

8 藤井工務店 藤井　勉 田沢湖梅沢字上谷地158 44‐3881 ○ ○

9 畠山　敬悦 畠山　敬悦 西木町桧木内字山口72-1 48-2808 ○ ○

10 藤井　義廣 藤井　義廣 田沢湖卒田字鹿狩21 44-3555 ○ ×

11 藤井　行忠 藤井　行忠 田沢湖卒田字上信田194 44‐2377 ○ ×

12 船山　直彦 船山　直彦 田沢湖梅沢字森腰107 44-2806 ○ ○

13 有限会社　柴田左官工業 柴田　昭助 田沢湖生保内字武蔵野105-226 43-2648 ○ ○

14 株式会社　トーヨーラックス 藤原　孝悦 田沢湖神代字堂ノ西13 44-3209 ○ ○

15 株式会社　寺沢工務店 寺澤　喬 田沢湖生保内字武蔵野112
43‐0278
43‐0280

○ ○

16 鈴木建築 鈴木　辰彦 角館町山谷川崎大場82 55-4091 ○ ○

17 原　正志 原　正志 西木町門屋字六本杉250
090-7063-
8868

○ ○
雪下ろしは雪
止めが付いて
いる屋根のみ

18 村上板金 村上　雅 西木町桧木内字松葉91-5
090-5830-
2581

○ ○

19 ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ 千羽　幸喜 田沢湖角館東前郷字杉林238-2 44-2287 ○ ○

20 吉成　榮二 吉成　榮二 田沢湖角館東前郷字中関1 44-2704 ○ ○

21 今川　定雄 今川　定雄 田沢湖卒田字北竹原6-2 44-2343 ○ ×

22 大石板金工業 大石　良一 田沢湖梅沢字森腰285-4 44-3039 ○ ○

23 髙村　賢一 髙村　賢一 角館町広久内上中川原95
090-7666-
4838

○ ○

24 佐藤牛乳販売店 佐藤　敬多郎 角館町薗田久保1 54-2525 ○ ○

25 鎌川矯風の会 藤村　正 田沢湖岡崎字大屋敷70 44-2827 ○ ○
鎌川地
区限定

26 髙橋　清司 髙橋　清司 田沢湖生保内字武蔵野105-761 43-1507 ○ ○

27 MALHEY 門脇　正平 西木町桧木内字下田289-2
080-5526-
7065

○ ×

28 株式会社　飯島 飯島　猛明 田沢湖小松字本町203-3 44-3238 ○ ○

29 有限会社　石建工業 大石　光 田沢湖梅沢字西田204 44-2046 ○ ×

30 山部　敏行 山部　敏行 田沢湖梅沢字森腰190-1 44-2870 ○ ×

31 千葉　祐弥 千葉　祐弥 角館町西勝楽町64
090-1377-
6397

○ ○

32 タカダ内装 田沢湖生保内字久保16 43-0140 ○ ○

33 まるホーム 加藤　候信 角館町小勝田間野44-1
090-3369-
0963

○ ○

34 地主左官店 地主　重雄 田沢湖生保内字武蔵野105-421
090-2250-
1358

○ ○

35 高久家庭支援サービス 髙久　昭二 角館町岩瀬169番地 55-4504 ○ ○

36 建築さとう 佐藤　英喜 西木町小渕野字落合151番地１
090-4884-
0974

○ ○

37 マルシンツリー株式会社 真崎　芳宏 田沢湖卒田字白籏123番地
49-6087
090-5180-9316 ○ ○

38 佐藤　義孝 佐藤　義孝 田沢湖角館東前郷字杉林134番地 44-2742 ○ ○
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仙北市高齢者等除雪支援事業　登録事業者一覧（公表分） 神代地区

注意事項
 この一覧は、市の登録事業者として公表を希望された方のみを掲載しています。この一覧に掲載されていない登録事業者
も自動更新されております。昨年依頼した事業者が一覧にない場合は、その事業者に直接ご確認ください。

担当：仙北市役所　長寿支援課　　電話：４３－２２８１

 急な積雪により依頼が殺到・集中する場合が想定されますので、急を要する依頼には対応できない場合がありますのでご
了承ください。

 代金支払の際、費用が利用券の額面を超えた分については、利用者本人の実費負担（現金支払）となりますので、お間違
えのないようにお願いします。

 市の登録事業者に除排雪を依頼した場合に限り、利用券を使った支払いが可能となります。


